
日本学校ジャズ教育協会（ＪＡＪＥ）東日本本部 規約 

第 一 章  総  則 

第１条 （名称） 
     本会は、日本学校ジャズ教育協会東日本本部と称する。 
第２条 （所在地） 
     本会の本部は、日本学校ジャズ教育協会東日本本部事務局に置く。 
第３条 （目的） 

本会は、小学校・中学校・中等教育学校・高等学校等学校教育および地域教育におけるジャズを通じた音楽教育活動

全般の振興と普及を図り、音楽文化全体の発展に寄与することを目的とする。 

第４条 （組織） 
     本会会員はその主旨に賛同する東日本地区の小学校・中学校・中等教育学校・高等学校等の学校単位及び当該学

齢児童生徒で編成される団体と、その指導にあたる教員及び指導者をもって構成される。 

第４条の２ 

本規約の定める東日本地区とは、関東甲信越地域（東京都、神奈川県、千葉県、埼玉県、栃木県、茨城県、群馬県、

長野県、新潟県、山梨県、静岡県）、東北地域（福島県、宮城県、山形県、秋田県、岩手県、青森県）、および北海道地域

を指す。 

第５条 （会員資格） 
     本会の目的に賛同の上加盟申請し、本会理事会において審議の上会員加盟承認を受けた者について、本会会員と

する。なお、会員資格に関する細則は別に定める。 

 

第 二 章  事  業 

第６条 （事業） 
     本会の目的達成のために、次の事業を行う。 
      （１）各種コンサート、クリニック、研究会等の開催運営に関する事業。 
      （２）ジャズおよびジャズ教育の普及、広報に関する事業。 

（３）その他、目的達成に必要と認められる事業。 
 

第 三 章  役員および事務局 

第７条 （役員の構成および定数） 
     本会は次の役員を置く。 
      会長  １名 

      参与  若干名 
      理事長  １名 
      副理事長  ３名以内 
      事務局長  １名 
      常任理事  １０名以内 

      理事  ３０名以内、ただし、理事長、副理事長、事務局長および常任理事の定数は、この理事定数に含まれる。 

      監事  ３名以内 

第８条 （役員の選任） 
     本会役員の選任は、次のとおりとする。 



       （１）理事は、加盟会員の団体顧問および登録指導者より立候補あるいは推薦の上、選任される。 

       （２）理事は、原則として東日本地区各都県より１名以上置くこととする。 

       （３）理事および参与には学識経験者を加えることができる。ただし、理事は選任数の半数を越えてはならない。 
       （４）理事長、副理事長、事務局長、常任理事は理事会において互選にて選任される。 
       （５）会長および理事は、総会の承認を経て選任される。 

       （６）参与および監事は、理事会において選任し、委嘱する。 
第９条（役員の職務） 

     本会役員の職務は、次のとおりとする。 

（１）会長は、本会を代表する。 

（２）参与は、本協会の運営に関する審議に参与する。 

（２）理事長は、理事会を統括し、本会の業務全般を遂行する。 
       （３）副理事長は、理事長を補佐し必要ある時は理事長の職務を代行する。副理事長複数のときは、互選にて理事

長代理１名を選任する。 

（４）事務局長は、本会の事務全般を掌理し、本会の運営に当たる。 

（５）常任理事は、常任理事会を構成し本会の運営および事業全般についての職務を行う。 

（６）理事は、理事会を構成し本会の運営および事業全般について審議、執行を行う。 

（７）監事は、本会に関する事業の実施状況、財政状況等について監査し、理事会を経て会員へ報告する。また、

監査の結果不適切な事案が判明したときは、速やかに理事会に対し適切な処置を求める勧告を行う。 
第１０条 （顧問および相談役） 
     本会に顧問および相談役を置くことができる。 

第１０条の２  

     顧問および相談役は、本会会長、理事長および理事会の諮問機関とし、必要に応じ指導助言を求めることができる。 

第１０条の３ 

     顧問および相談役は、本会理事会において推薦し、委嘱する。 
第１１条 （任期） 
     役員、顧問および相談役の任期は原則として２年とし、再任を妨げない。 

第１２条（事務局） 

     本会の運営を円滑に執り行うため、事務局を置く。 

第１２条の２ 

     事務局に事務局長のほか、事務局次長１名、事務局員若干名を置く。 

第１２条の３ 

     事務局次長および事務局員は、理事長が委嘱する。ただし、理事長および監事はこれを兼任することはできない。 
 

第 四 章  会  議 

第１３条 （会議） 
     本会は次の会議をもつ。 
      （１）総 会 
      （２）理事会 
      （３）常任理事会 

      （４）役員会（三役会、事務局会、各事業部会、各種委員会） 

      （５）その他、理事会において必要と認められるもの 



第１４条 （総会の機能、構成等） 
     総会は、本会における最高議決機関とし、次の事項を審議し議決する。 

      （１）事業報告および事業計画の承認 
      （２）予算および決算の承認 

（３）役員の選出 

（４）規約の変更 

（５）その他本会運営に必要な事項 

第１４条の２ 

総会は、第４条に定める会員、第７条に定める役員および第１２条に定める事務局によって構成される。 

第１４条の３ 

総会は会長が召集し、年１回定例開催する。ただし、必要に応じて臨時総会を召集することができる。 

第１４条の４ 

      総会は、会員団体の過半数以上の出席をもって成立する。ただし、委任状の提出をもって出席とみなすことができ

る。 

第１４条の５ 

      総会の議決権は、会員団体１団体につき一票とし、出席した会員団体の過半数をもって議決する。ただし、可否同数

の場合は、総会出席者において選出された議長の決するところによる。 

第１５条 （理事会の機能、構成等） 
     理事会は、本会における執行議決機関とし、次の事項を審議、議決して執行する。 

      （１）事業に関すること 
      （２）財務に関すること 

（３）役員、顧問、相談役、事務局の選任に関すること 

（４）規約に関すること 

（５）会員の加盟、退会に関すること 

（６）その他本会運営に必要な事項 

第１５条の２ 

理事会は、第７条に定める役員および第１２条に定める事務局によって構成される。 

第１５条の３ 

理事会は理事長が召集し、年２回以上開催する。ただし、必要に応じて臨時理事会を召集することができる。また、

理事の３分の１以上から理事会の招集を請求されたときは、理事長は速やかにこれを招集しなければならない。 

第１５条の４ 

      理事会は、原則として理事の過半数以上の出席をもって成立する。ただし、委任状の提出をもって出席とみなすこと

ができる。 

第１５条の５ 

      理事会の議決は、別段の定めのない限り、監事、諮問機関および事務局員を除く理事会出席者の過半数をもって議

決する。ただし、可否同数の場合は理事長の決するところによる。 
第１６条（常任理事会） 

      常任理事会は、本会に関する運営、財務および事業の計画と実施方針等の審議機関として、本会運営全般につい

て協議する。 

第１６条の２ 

      常任理事会は、理事長、副理事長、事務局長、事務局次長、常任理事によって構成される。ただし、必要に応じてそ



の他の役員等を加えることができる。 

第１６条の３ 

      常任理事会は、理事長が必要に応じて随時招集する。 

第１６条の４ 

      常任理事会は、原則として構成員の過半数の出席をもって成立する。ただし、委任状の提出をもって出席とみなすこ

とができる。 

第１６条の５ 

      常任理事会の議決は、諮問機関および事務局員を除く常任理事会出席者の過半数をもって議決する。ただし、可否

同数の場合は理事長の決するところによる。 
第１７条（役員会等） 

理事長は、必要に応じて役員会、事務局会を招集することができる。 

第１７条の２ 

理事長は、理事会の承認を経て本会運営に必要な事業遂行のための事業部会、各種委員会を設置することができ

る。 

第１８条（開催方法の特例） 
理事長が緊急を要すると認める事項については、総会を除く各種会議をインターネット等を利用した持ち回り形式等

で開催することができる。 

 

第 五 章  財  務 

第１９条 （会費） 
      本会会費は、団体および個人において本会事業参加時に、本会運営に必要な経費を負担する。 
第２０条 （会計の出納） 
      本会は、会費収入、諸事業収入、寄付金およびその他の収入をもって支弁する。出納方法等についての細則は別

に定める。 
第２１条（会計年度） 

本会の会計年度は、毎年４月１日から翌年３月３１日までとする。 

 

第 六 章  規約改正 

第２２条（規約の改正） 

     本会規約を改正するときは、総会において過半数の議決を要する。 

 

第 七 章  補  則 

第２３条（細則等の制定） 

     本会運営に必要な細則等の内規は、常任理事会の審議を経て理事会において定めることができる。 

 

附  則 

平成 ３年１１月１３日 制 定 

平成１６年 ５月２４日 一部改定 
平成２０年 １月 ５日 改 正 

 ただし、第２１条に規定された会計年度について、平成２０年度に限りこの規定にかかわらず、平成２０年１月１日から平

成２１年３月３１日までとする。 


